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は  じ  め  に 

 
○本冊子について 
 
 本冊子は、地方公共団体（貸付団体）から地域総合整備資金貸付（ふるさと融資）の

貸付決定を受けた事業に対する「貸付実行事務」及び「償還事務」の手続をまとめたも

ので、以下のような構成となっています。 
 
１ 事務手続きの流れ 
 手続きについて「だれが」「いつ」「なにを」行うのか概略をまとめたものです。 

 
２ 様式集 
 手続きで必要となる書類のうち、様式の定められているものを掲載しています。 
 金銭消費貸借契約証書については、財団で別途作成したものを貸付団体あてに送付

いたしますので、これを使用してください。 
 
 その他の様式は、財団ホームページの資料及び様式集ページからダウンロードして

ください。 
 
   資料及び様式集ページは、次の要領でアクセスできます。 
 

（１） ふるさと財団ホームページを開く（https：//www.furusato-zaidan.or.jp/）。 
（２） トップページの項目欄から「ふるさと融資」をクリックする。 
（３） 「ふるさと融資」の画面右側にあるリストから「資料及び様式集」をクリック

する。 
 
３ 記載例 
 上の様式集の記載例を掲載しています。 
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事務手続きの流れ（概要） 
 
  貸付団体から、ふるさと融資の貸付決定を受けた事業に対する「貸付事務包括委託等事務」「貸

付実行事務」及び「償還事務」の手続きの流れは概ね以下のとおりである。 
（問い合わせ先：融資部融資課 電話 03-3263-5737） 

 
【事前作業】 

１．貸付決定通知 

貸付団体は、借入人に貸付決定通知を行う。（「ふるさと融資の手引き」の様式９） 
 
【実行事務に係る準備作業】 

２．貸付事務包括委託契約の締結 

   包括委託契約であり、一度締結すると、過去の個別契約と以後のふるさと融資に適用される。 
 

【貸付実行事務】 

 ３．貸付実行日の決定 

   貸付団体は、借入人より「地域総合整備資金貸付金の交付に係る状況報告書」(様式(ウ))の提

出を受け、関係者で貸付実行日について協議する。 
 
 ４．金銭消費貸借契約締結等の準備 

   貸付団体は、貸付実行日の２０日前までには、財団に貸付実行書類の案文を送付し、形式を

整える。 
 
 ５．貸付実行 

   財団は、貸付実行書類が整うまで、貸付団体の支援を行う。また、貸付実行当日は、貸付団

体より貸付金の振込みを受け、借入人に貸付金の振込みを行う。 
 
 ６．完了報告 

   借入人は、営業開始後、地域総合整備資金貸付対象事業完了報告書(様式(キ))を、貸付団体宛

て提出する。貸付団体は、財団宛て写しを送付する。 
 

【償還事務】 

 ７．償還事務 

   財団は、償還期日の２０日前までに借入人に償還の案内（納入通知書）と貸付団体に償還金

振込口座の確認状を発送する。償還期日当日は、借入人からの償還金を受入れ、翌営業日に、

貸付団体宛て送金を行う。 
 
 ８．借入金残高状況報告 

   借入人は、貸付団体に毎年、借入金残高状況報告書(様式(ク))及び決算書類を提出する。 
 
 ９．変更事項の届出等 

   借入人の住所等の変更、金銭消費貸借契約の一般約款に規定される借入人または保証人に係

る重大な変化は、貸付団体を通じ、財団に報告ないし協議する。 
 

１０．融資完済に伴う関係書類の返却等 

   ふるさと融資が完済された場合、貸付団体は、様式（シ）の授受により借入人や保証人に関

係書類の返却をする。 
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１.貸付決定通知 
  貸付決定通知書の発行（原本：貸付団体⇒借入人） 

書 類 通数 様式 作成者 
地域総合整備資金貸付決定通知書 
（様式は、「ふるさと融資の手引き」参照） １ 様式９ 貸付団体 

  ・貸付決定通知後、融資実行前に貸付条件に変更がある場合、新条件での貸付決定を通知する。

（「ふるさと融資の手引き」参照） 
 
２.貸付事務包括委託契約の締結（既に締結済の貸付団体は不要） 
  (1) 事務委託契約書の作成及び送付（貸付団体⇒財団） 

書 類 通数 様式 作成者 
地域総合整備資金貸付事務包括委託契約証書 ２ 様式(ア) 貸付団体 

  *書類作成上の留意点：証書の冒頭に貸付団体名挿入、甲欄に記名押印、日付はブランク｡                      
財団にて日付を記入、乙欄に記名押印して１通を返送する。 

 
  (2) 貸付決定通知書の送付（貸付団体⇒財団） 

書 類 通数 様式 作成者 
貸付決定通知書（写）（「ふるさと融資の手引き」参照） １ 様式９ 貸付団体 

 
  (3) 貸付団体口座の通知の作成および送付（貸付団体⇒財団） 

書 類 通数 様式 作成者 
貸付団体口座の通知について １ 様式(イ) 貸付団体 

 
  (4) 地域総合整備資金貸付金の振込みを受ける口座名の通知の送付（財団⇒貸付団体） 

書 類 通数 様式 作成者 
地域総合整備資金貸付金の振込みを受ける口座名の通知 １ － 財団 

 
３.貸付実行日の決定 
  (1) 貸付対象事業費の支払と借入状況の確認 

   （原本：借入人⇒貸付団体、コピ－：貸付団体⇒財団） 

書 類 通数 様式 作成者 
地域総合整備資金貸付金の交付に係る状況報告書 １ 様式(ウ) 借入人 

 
   *書類確認上の留意点 

書 類 確認書類 
当該年度の貸付対象事業費の支払いと民間金融機関

等からの借入が共に完了している場合。（原則） 
・支払いに係る領収書 
・契約証書 

貸付団体が特に必要と認める場合において、対象事業

費の最終支払日の概ね１ケ月前の日以降の日におい

て貸付を実行する場合 

・請求書 
・契約書 
・融資条件が確認できる直近の

融資決定証明書等 
（注）貸付対象事業費の支払いと民間金融機関等から

の借入後、事後確認を行うこと。 
・支払に係る領収書 
・契約証書 

   ・貸付団体は、借入人より状況報告書（案）を受領し、貸付対象事業費の支払状況と民間金

融機関等の協調融資実行状況を確認する。 
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・同案を財団に送付し、記載内容の確認を受ける。 
・貸付実行日は、貸付団体が借入人、保証人、財団と協議のうえ、決定する。 

   （注）貸付実行日は、月末等､ 金融機関繁忙日を極力避ける。これは、実行遅延により借入

人が、実行日に資金を活用できない等の事態を避けるためである。 
 
  (2) 繰越（貸付団体⇒財団） 

   ・工事の遅延等が原因となり、出納整理期間（5/31）までに貸付実行ができず、翌年度へ貸

付実行を繰越す場合は、以下の書類を作成し、3月中旬を目途に財団へ提出する。 

  （貸付団体が指定都市を除く市町村の場合は、都道府県へ写しを送付する。） 

書 類 通数 様式 作成者 
地域総合整備資金貸付に係る予算の繰越について １ 様式(コ) 貸付団体 

 
４.金銭消費貸借契約締結等の準備 
  貸付実行書類の送付 

  ・書類の案文は､貸付実行予定日の原則２０日前までに財団に送付。 

   （注）書類②は原本を送付し、その他は電子メール可。 

・書類の訂正等については、財団から適宜連絡する。 

 

  (1) 貸付実行書類の作成（貸付団体、借入人） 

書類 通数 様式 作成者 備考 

① 地域総合整備資金貸付金の交付に係る

状況報告書 1 様式(ウ) 借入人 前項 3 
参照 

② 借入金の口座の通知について 1 様式(エ) 貸付団体 
留意点(*)

参照 ③ 金銭消費貸借契約証書（案） 1 様式(オ) 貸付団体 
④ 保証書（案） 1 様式(カ) 貸付団体 
⑤ 貸付決定通知書（写） 1 様式９ 貸付団体 未送付の場合 

⑥ 
印鑑証明書（借入人・保証人） 
現在事項全部証明書（借入人） 
代表者事項証明書 

各 1  借入人 
保証人  

 
(*) 留意点 
書類 留意点 

② ・借入人から文書等により、貸付金振込口座の報告を受ける（聞き取り不可） 
・口座名にはフリガナを記入すること。 

③ 

・当該証書は、財団より送付したものを使用する。 
・使途欄の１行目には、貸付決定通知書の発行日、文書番号を記入する。 
・（案）の段階では、収入印紙不要、押印不要、日付ブランク。 

④ 

・印鑑証明書、代表者事項証明書（貸付実行予定日より３カ月以内に発行したもの）

を添付する。 
・③同様、（案）の段階では、収入印紙不要、押印不要、日付ブランク。 

その他 
・各様式中、借入人及び保証人の住所、法人名、代表者名及び肩書きの記入にあたっ

ては、現在事項全部証明書及び代表者事項証明書記載のものと同一とすること。 
 
      借入人  最優先で送付する  貸付団体 ⑤が未提出の場合  財団   

            ↓         ↓ 
 
 
 

書類①～③ 

 

書類④～⑥ 

書類①～⑥ 

財団の口座通知 
融
資
課 
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５.貸付実行 
  (1) 金銭消費貸借契約の締結 

   ・書類の確認及び訂正等完了後、貸付実行予定日の原則５営業日前までに以下の書類を作成し、

契約締結する。 

書類 通数 様式 作成者 備考 
③ 金銭消費貸借契約証書（正本） 1 様式(オ) 貸付団体 

及び借入人 
収入印紙の貼付､

日付記入､ 

押印を行う 

③ 金銭消費貸借契約証書（副本） 1 様式(オ) 
④ 保証書 1 様式(カ) 保証人 

 
   ・貸付団体は、書類③～④について収入印紙の貼付、日付（ふるさと融資の実行日）記入、

押印等を確認し受領する。（除く副本） 
・書類③（金銭消費貸借契約証書）の副本は、借入人に交付する。 

     その際、地域振興民間能力活用事業計画(*)の写しを併せて交付すること。 
     (*)「ふるさと融資の手引き」の様式８ 

・実行日の前に書類③～④の写しを財団に送付する。原本は貸付団体で保管する。 
 
      借入人            貸付団体           財団 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 貸付実行 

   ・貸付金は、貸付団体⇒財団⇒借入人の流れで借入人に交付する。 

・貸付団体から財団への振込は、貸付実行日当日の電信扱い銀行振込とする。 

・貸付団体は、振込処理が当日午前中に終了するよう取扱金融機関に依頼する。 

    （注）貸付実行日前の振込は、不可。 

       貸付実行日前に振込まれた場合は、取消処理（組み戻し）が必要になる。 

 

      貸付団体            財団           借入人 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③金銭消費貸借契約 
証書(正本) 

④保証書 

③金銭消費貸借契約 
証書(副本) 

・地域振興民間能力 
活用事業計画(写) 

融 

資 

課 

③金銭消費貸借契約 
証書(正本写：両面

共コピー) 
④保証書(写) 

貸付実行日当日 
貸付金振込 

金
融
機
関
口
座 

起 

債 

融
資
口
口
座 

貸付実行日当日 
貸付金振込 
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  (3) 貸付実行後の確認（事業費支払完了前に貸付実行した場合のみ） 

・借入人は、貸付対象事業費の支払いと民間金融機関等からの借入完了後、再度「地域総合

整備資金貸付金の交付に係る状況報告書」（様式(ウ)）を作成し、貸付団体へ提出する。貸

付団体は、事業費の支払いと民間金融機関等からの借入が完了しているか確認し、財団へ

その写しを送付する。 

 

書 類 通数 様式 作成者 
① 地域総合整備資金貸付金の交付に係る状況報告書 １ 様式(ウ) 借入人 
 

      借入人            貸付団体           財団 
             

 
 
 
 
 
 
６.完了報告 
  (1) 貸付団体あて報告（借入人⇒貸付団体） 

書 類 通数 様式 作成者 
地域総合整備資金貸付対象事業完了報告書 １ 様式(キ) 借入人 

 
・借入人は、貸付対象事業が完了し、営業開始後、速やかに上記書類を貸付団体に提出する。 

・写真は、設備投資の内容に応じて添付するが、目途は次のとおり。 

 対象施設の外観（２枚程度） 

 施設内部（６枚程度） 

 機械設備等（２枚程度） 

 

（ふるさと融資Ｑ＆Ａ 「借入人からの報告等」の項 参照） 

 
  (2) 財団あて報告（貸付団体⇒財団） 

   ・貸付団体は、上記書類（写）を財団（融資課）に送付する。 

    ※貸付団体が市町村の場合、都道府県あて提出不要。 

 
      借入人            貸付団体           財団 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

書類① 融
資
課 

書類①(写) 

事業完了報告書 融
資
課 

事業完了報告書

(写) 
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７.償還事務 
 
      借入人             財団           貸付団体 

         ①償還期日の 20日前まで 

 
 
 
 
 
           ②償還期日当日       ③収納日翌日 
 
 
 
 
  (1) 償還期日の２０日前まで 

 財団は、償還期日の２０日前までに次の償還通知を行う。 

 

○借入人あて納入通知書等の送付（財団⇒借入人） 

    ・財団より借入人に対し、以下の書類を送付する。 

     「納入通知書」および「振込依頼書」 

 

○貸付団体あて償還金振込口座の確認（財団⇒貸付団体） 

    ・財団より貸付団体に対して「地域総合整備資金償還金の振込を受ける口座の確認及び変

更の連絡について」を送付する。 

 

（償還金の振込を受ける貸付団体の口座について） 

              あり ⇒ 「様式(イ)貸付団体口座の通知について」を 

                   財団（融資課）に送付する。 

     

              なし ⇒ 財団への報告不要 
 
  (2) 償還期日当日 

 

○償還金振込（借入人⇒財団） 

 ・借入人は償還期日当日に償還金を財団あてに振り込む（電信扱の銀行振込）。 

  （償還期日が休日または金融機関休業日に当たる場合は、それらの日の次の 

   金融機関営業日に振り込む。） 

 （注）償還期日前の振込は不可。 

 

  (3) 収納日翌日 

 

○償還金振込（財団⇒貸付団体） 

 ・財団は収納日翌日に償還金を貸付団体あてに振り込む。 

  （収納日翌日が休日または金融機関休業日に当たる場合は、それらの日の次の 

   金融機関営業日に振り込む。） 

 
 

償還金振込 

償還金振込口座の確認 

変更通知 

納入通知書・振込依頼書 

償還金振込 収納 収納 

口座の変更 
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８.借入金残高状況報告 
   

  借入人は、決算期ごとに以下の書類を貸付団体に提出する。 

 
貸付団体あて報告（借入人⇒貸付団体） ※貸付団体から財団への提出は不要。 

書 類 通数 様式 作成者 
① 地域総合整備資金貸付対象事業に係る借入金残高 

状況報告書 １ 様式(ク) 借入人 

② その他（決算書等） 一式 － 借入人 
 
      借入人            貸付団体            

             
 
 
                       （受領後、貸付団体において保管） 
 
 
９.変更事項の届出等 
   

  借入人に次に掲げる項目に変更があった場合は、変更届に必要書類を添付して届け出る。 

 
変更事項 必要書類 

① 住所変更 履歴事項全部証明書（連絡先変更の場合には謄本は不要） 
② 法人名変更 印鑑証明書、履歴事項全部証明書 
③ 代表者変更 印鑑証明書、履歴事項全部証明書 
④ 改印 印鑑証明書 
⑤ 資本金等の増減 履歴事項全部証明書 

  （注）印鑑証明書、履歴事項全部証明書は変更届日以前３ケ月以内のもの。 
 
 (1) 貸付団体あて届出（借入人⇒貸付団体） 

書 類 通数 様式 作成者 
① 変更届 １ 様式(ケ) 借入人 
② その他（変更事項に応じ、履歴事項全部証明書など） 一式 － 借入人 

  （注）変更届の代表者の印鑑は、借入人の法人実印を押すこと。 
 
  (2) 財団への報告（貸付団体⇒財団） 

   ・貸付団体は、書類①、②の写しを財団（融資課）に提出する。 

   ・貸付団体が市町村の場合であっても、都道府県経由不要。 

 
      借入人            貸付団体           財団 

             
 
 
 
 
 

毎決算期の報告書類 

変更届、必要書類 融
資
課 

変更届、必要書類

(写) 
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  (3) その他報告・協議（借入人⇒貸付団体⇒財団） 

   ・金銭消費貸借契約証書・一般約款にある「資産若しくは事業の状況に重大な変化が生じた

とき又はそのおそれがあるとき」（第９条第５項）には、借入人・保証人は、貸付団体にそ

の内容を報告し（様式(サ）参照）、協議する。 

・貸付団体は、借入人の報告・協議を地域振興民間能力活用事業計画（「ふるさと融資の手引

き」参照）に照らし判断の上、財団宛て報告または協議する。 
 
１０.融資完済に伴う関係書類の返却等 
  (1) 借入人への返却（貸付団体⇒借入人） 

   ・貸付団体は、最終償還金の収納を確認後、受領書(様式（シ-1b）)と引き換えに 

様式（シ-1a）とともに契約証書等を返却する。※貸付団体から財団への提出は不要。 

 

書 類 通数 様式 作成者 
地域総合整備資金貸付金に係る金銭消費貸借契約証書

(正本)の返戻について 
１ 様式(シ-1a) 貸付団体 

受領証 1 様式(シ-1b) 借入人 
 

（ふるさと融資Ｑ＆Ａ 「貸付金の償還」の項ご参照） 

 
  (2) 保証人への返却（貸付団体⇒保証人） 

   ・貸付団体は、最終償還金の収納を確認後、受領書(様式（シ-2b）)と引き換えに 

様式（シ-2a）とともに保証書等を返却する。※貸付団体から財団への提出は不要。 

 
書 類 通数 様式 作成者 

地域総合整備資金貸付金に係る保証書の返戻につ

いて 
１ 様式(シ-2a) 貸付団体 

受領証 1 様式(シ-2b) 保証人 
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様
式

(ｵ
) 

                           

 
金
銭
消
費
貸
借
契
約
証

書
 

（
 

本
）

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
以

下
「

甲
」

と
い

う
。
）
は

、
 

 （
以
下

「
乙

」
と

い
う

。）
に
対

し
、

地
域

総
合

整
備

資
金

と
し

て
後

記
要

項
記

載
の

金
員

を
貸

し
渡

し
、

乙
は
、

要
項

及
び

裏
面

記
載

の
一

般
約

款
を

承
認
の
う

え
、
こ

れ
を
受

領
し
た

。
 

 
こ
の
契

約
を
証

す
る

た
め

、
本

証
書

正
本

１
通

、
副

本
１

通
を

作
成
し
、
甲
は
そ

の
正
本
を
乙

 

は
そ

の
副

本
を
そ

れ
ぞ

れ
保

有
す

る
。

 

 
令
和
 

 
年
 

 
月

 
 

日
 

  甲
 

    乙
 

 
正

 本
 

印
 紙

 

要
 
 
 
項

 

金
 
 
 

 
額

 
金

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

使
 
 
 

 
途

 

令
和

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
 

地
域

総
合

整
備

資
金

貸
付

決
定

通
知

書
記

載
の

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
事

業
 

（
以

下
「

貸
付

対
象

事
業

」
と

い
う

。
）

 

最
終
償
還

期
日

 
令

和
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

償
 還

 方
 法

 
令

和
 

 
年

 
 

月
 

 
日

を
第

１
回

と
し

、
以

降
毎

年
 

 
月

 
 

日
及

び
 

 
月

 
 

日
に

各
金

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

円
を

分
割

弁
済

の
う

え
、

最
終

償
還

期
日

に
残

額
完

済
の

こ
と

。
 

利
 
 
 

 
率

 
無

利
子

 

特
 記

 事
 項

 
 

 

（
実
 
印
）
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一
 
般
 

約
 

款
 

（
資
金
の
使
用
）
 

第
1
条
 
乙
は
、
誠
実
に
貸
付
対
象
事
業
を
実
施
し
、
こ
の
契
約
に
よ
る
借
入

金
を
貸
付
対
象
事
業
の
み
に
使
用
す
る
。
 

2 
 
乙
は
、
こ
の
契
約
に
よ
る
借
入
金
を
使
用
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
使
途

に
つ
い
て
経
理
上
明
ら
か
に
し
て
お
く
と
と
も
に
、
貸
付
対
象
事
業
の
進
捗

状
況
、
貸
付
対
象
事
業
費
の
支
払
状
況
等
に
つ
い
て
、
甲
の
指
示
に
従
い
、

甲
に
報
告
す
る
。

3 
 
乙
が
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
貸
付
対
象
事
業
計
画
を
変
更
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
事
前
に
甲
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
資
金
の
交
付
）
 

第
2
条
 
甲
は
、
こ
の
契
約
に
よ
る
金
員
の
交
付
を
甲
の
指
定
す
る
乙
の
金
融

機
関
の
口
座
に
振
込
む
方
法
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
 

（
債
務
の
弁
済
）
 

第
3
条
 
乙
は
、
こ
の
契
約
に
よ
る
債
務
の
弁
済
を
甲
の
指
定
す
る
金
融
機
関

に
払
い
込
む
方
法
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
 

（
償
還
期
日
が
休
日
等
に
当
た
る
場
合
の
特
例
）
 

第
4
条
 
こ
の
契
約
に
よ
る
償
還
期
日
が
休
日
又
は
銀
行
休
業
日
に
当
た
る

場
合
で
、
乙
が
そ
れ
ら
の
日
の
次
の
銀
行
営
業
日
に
入
金
し
た
と
き
は
、
こ

の
契
約
に
よ
る
償
還
期
日
に
入
金
し
た
も
の
と
み
な
す
。
 

（
保
証
人
の
提
供
）
 

第
5
条
 
乙
は
、
こ
の
契
約
に
よ
る
甲
の
債
権
を
保
全
す
る
た
め
、
こ
の
契
約

を
締
結
す
る
と
同
時
に
、
甲
の
承
認
す
る
連
帯
保
証
人
（
以
下
「
保
証
人
」

と
い
う
。）

を
立
て
る
。
 

2 
 
乙
は
、
甲
か
ら
保
証
人
の
追
加
又
は
交
替
の
指
示
を
受
け
た
と
き
は
、

遅
滞
な
く
必
要
な
手
続
き
を
と
る
。
 

（
繰
上
償
還
）
 

第
6
条
 
乙
は
、次

の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、期

限
の
利
益
を
失
い
、

要
項
記
載
の
償
還
期
日
に
か
か
わ
ら
ず
、
借
入
金
の
全
部
又
は
甲
の
指
示
す

る
金
額
を
直
ち
に
繰
上
償
還
す
る
。
 

一
 
乙
若
し
く
は
保
証
人
が
支
払
い
を
停
止
し
た
と
き
又
は
乙
若
し
く

は
保
証
人
に
関
し
て
破
産
手
続
開
始
、
民
事
再
生
手
続
開
始
、
会
社

更
生
手
続
開
始
若
し
く
は
特
別
清
算
開
始
の
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き
。
 

二
 
乙
若
し
く
は
保
証
人
が
手
形
交
換
所
又
は
電
子
記
録
債
権
法
（
平
成

19
年
法
律
第

10
2
号
）
第

2
条
第

2
項
に
規
定
す
る
電
子
債
権
記
録
機

関
の
取
引
停
止
処
分
を
受
け
た
と
き
。
 

2 
 乙

は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
で
、
甲
が
請
求
し
た
と
き
は
、

要
項
記
載
の
償
還
期
日
に
か
か
わ
ら
ず
、
借
入
金
の
全
部
又
は
甲
の
指
示
す

る
金
額
を
直
ち
に
繰
上
償
還
す
る
。
 

一
 
乙
が
甲
の
定
め
た
地
域
振
興
民
間
能
力
活
用
事
業
計
画
又
は
法
令
に

反
し
た
と
き
。
 

二
 
乙
が
借
入
金
を
貸
付
け
の
目
的
以
外
の
目
的
に
使
用
し
た
と
き
。
 

三
 
乙
が
貸
付
対
象
事
業
に
よ
り
取
得
し
た
物
件
を
他
に
譲
渡
等
を
行

う
こ
と
又
は
貸
付
対
象
事
業
に
係
る
営
業
の
休
止
、
廃
止
等
を
行
う
こ
と

に
よ
り
、
貸
付
け
の
目
的
が
達
成
さ
れ
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
た
と
き
。 

四
 
乙
が
貸
付
対
象
事
業
に
係
る
民
間
金
融
機
関
等
か
ら
の
借
入
金
の
全

部
又
は
一
部
を
繰
上
償
還
し
た
と
き
。
 

五
 
乙
が
借
入
金
の
償
還
を
怠
っ
た
と
き
。
 

六
 
乙
が
そ
の
他
正
当
な
事
由
な
し
に
資
金
の
貸
付
け
に
係
る
条
件
に
違

反
し
た
と
き
又
は
義
務
の
履
行
を
怠
っ
た
と
き
。
 

七
 
乙
に
関
し
て
他
の
債
務
の
た
め
仮
差
押
、
保
全
差
押
若
し
く
は
差
押
が

あ
っ
た
と
き
又
は
競
売
の
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き
。
 

八
 
乙
が
解
散
し
た
と
き
。
 

九
 
乙
が
暴
力
団
員
等
（
第

13
条
に
定
義
す
る
。）

若
し
く
は
第

13
条
第

１
項
各
号
の
一
に
該
当
し
、
若
し
く
は
同
条
第

2
項
各
号
の
一
に
該
当
す

る
行
為
を
し
、
又
は
同
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
表
明
・
確
約
に
関
し

て
虚
偽
の
申
告
を
し
た
こ
と
が
判
明
し
、
乙
と
の
取
引
を
継
続
す
る
こ
と

が
不
適
切
で
あ
る
と
甲
が
判
断
し
た
と
き
。
 

十
 
保
証
人
が
前

4
号
に
定
め
る
事
由
の
一
に
該
当
し
た
と
き
。
 

十
一
 
前
各
号
の
ほ
か
に
甲
に
お
い
て
債
権
保
全
を
必
要
と
す
る
相
当
の

事
由
が
生
じ
た
と
き
。
 

3 
 
前
項
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
事
由
が
生
じ
た
と
き
又
は
そ
の
お
そ

れ
が
あ
る
と
き
は
、
甲
の
請
求
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
乙
は
、
直
ち
に
甲

に
報
告
す
る
。
 

4 
 
乙
は
、
あ
ら
か
じ
め
甲
の
承
認
を
う
け
て
、
要
項
記
載
の
償
還
期
日
に

か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
契
約
に
よ
る
借
入
金
の
全
部
又
は
一
部
を
償
還
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
 

5 
 
第

2
項
第

9
号
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
、
乙
又
は
保
証
人
に
損
害
が
生
じ

た
場
合
に
も
、
甲
に
何
ら
の
請
求
を
し
な
い
。
ま
た
、
甲
に
損
害
が
生
じ
た

と
き
は
、
乙
又
は
保
証
人
が
そ
の
責
任
を
負
う
。
 

（
遅
延
利
息
）
 

第
7
条
 
乙
は
、
こ
の
契
約
に
よ
る
借
入
金
又
は
繰
上
償
還
金
の
償
還
を
遅
延

し
た
場
合
に
は
、
償
還
す
べ
き
金
額
に
対
し
そ
の
遅
延
日
数
に
応
じ
年

14
％
の
割
合
に
当
た
る
遅
延
利
息
を

1
年
を

36
5
日
と
す
る
日
割
計
算
に

よ
り
甲
に
支
払
う
。
 

（
弁
済
の
充
当
）
 

第
8
条
 
乙
が
こ
の
契
約
に
よ
る
債
務
の
弁
済
と
し
て
数
個
の
給
付
を
な
す

べ
き
場
合
又
は
乙
の
甲
か
ら
の
借
入
金
債
務
が
他
に
も
あ
る
場
合
に
お
い

て
、
債
務
の
全
部
を
消
滅
さ
せ
る
に
足
り
な
い
弁
済
が
な
さ
れ
た
と
き
は
、

甲
の
定
め
る
順
序
・
方
法
に
よ
っ
て
充
当
す
る
。

（
調
査
及
び
報
告
）
 

第
9
条
 
甲
は
、
必
要
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
い
つ
で
も
、
乙
の
書
類
、
帳

簿
、
財
産
及
び
事
業
の
状
態
に
つ
い
て
調
査
を
行
い
又
は
報
告
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
 

2 
乙
又
は
保
証
人
に
つ
き
、
住
所
、
商
号
若
し
く
は
名
称
、
代
表
者
、
届
出

印
鑑
そ
の
他
甲
に
届
け
出
た
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
乙
は
、
直
ち

に
書
面
に
よ
り
甲
に
届
け
出
る
。
 

3 
乙
が
前
項
の
届
出
を
怠
っ
た
た
め
、
乙
又
は
保
証
人
に
対
す
る
甲
か
ら
の

通
知
・
送
付
書
類
等
が
遅
着
し
た
場
合
又
は
到
達
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、

通
常
到
達
す
べ
き
時
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。
 

4 
乙
は
、
毎
決
算
期
ご
と
に
、
決
算
書
類
等
を
甲
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、

貸
付
対
象
事
業
に
係
る
民
間
金
融
機
関
等
か
ら
の
借
入
金
の
償
還
状
況
に
つ

い
て
、
甲
に
報
告
す
る
。
 

5 
乙
又
は
保
証
人
の
資
産
若
し
く
は
事
業
の
状
況
に
重
大
な
変
化
が
生
じ

た
と
き
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
甲
の
請
求
の
有
無
に
か
か
わ
ら

ず
、
乙
は
、
直
ち
に
甲
に
報
告
す
る
。
 

（
公
正
証
書
の
作
成
）
 

第
10

条
 
 乙

及
び
保
証
人
は
、
甲
が
請
求
し
た
と
き
は
、
い
つ
で
も
公
証
人

に
委
嘱
し
て
、
こ
の
契
約
に
よ
る
債
務
の
承
認
及
び
強
制
執
行
の
承
諾
あ
る

公
正
証
書
の
作
成
に
必
要
な
手
続
き
を
と
る
。
 

（
費
用
の
負
担
）
 

第
11

条
 
乙
は
、
こ
の
証
書
の
作
成
、
前
条
に
よ
る
公
正
証
書
の
作
成
そ
の
他

こ
の
契
約
に
関
す
る
一
切
の
費
用
を
負
担
す
る
。
 

2 
 
甲
が
権
利
保
全
の
た
め
乙
に
代
わ
っ
て
前
項
の
費
用
を
支
払
っ
た
場
合

は
、
そ
の
費
用
に
対
し
、
乙
は
、
甲
の
支
払
っ
た
日
か
ら
年

14
％
の
割
合

に
当
た
る
損
害
金
を

1
年
を

36
5
日
と
す
る
日
割
計
算
に
よ
り
甲
に
支
払

う
。
 

（
貸
付
け
に
係
る
事
務
の
委
託
）
 

第
12

条
 
 甲

は
、
こ
の
契
約
に
よ
る
貸
付
け
に
係
る
支
出
事
務
、
徴
収
事
務

等
を
一
般
財
団
法
人
地
域
総
合
整
備
財
団
に
委
託
す
る
。
 

（
反
社
会
勢
力
の
排
除
）
 

第
13

条
 
乙
又
は
保
証
人
は
、
現
在
、
暴
力
団
、
暴
力
団
員
、
暴
力
団
員
で
な

く
な
っ
た
時
か
ら

5
年
を
経
過
し
な
い
者
、
暴
力
団
準
構
成
員
、
暴
力
団
関

係
企
業
、
総
会
屋
等
、
社
会
運
動
等
標
ぼ
う
ゴ
ロ
又
は
特
殊
知
能
暴
力
集
団

等
、
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
暴
力
団
員
等
」
と
い

う
。）

に
該
当
し
な
い
こ
と
､及

び
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ

と
を
表
明
し
、
か
つ
将
来
に
わ
た
っ
て
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
確
約
す
る
。
 

一
 
暴
力
団
員
等
が
経
営
を
支
配
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
関
係
を
有
す

る
こ
と
。
 

二
 
暴
力
団
員
等
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
関

係
を
有
す
る
こ
と
。
 

三
 
自
己
、
自
社
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
又
は
第
三

者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
す
る
な
ど
、
不
当
に
暴
力
団
員
等
を

利
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
関
係
を
有
す
る
こ
と
。
 

四
 
暴
力
団
員
等
に
対
し
て
資
金
等
を
提
供
し
、
又
は
便
宜
を
供
与
す
る
な

ど
の
関
与
を
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
関
係
を
有
す
る
こ
と
。
 

五
 
役
員
又
は
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者
が
暴
力
団
員
等
と
社

会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
す
る
こ
と
。
 

2 
 乙

又
は
保
証
人
は
、
自
ら
又
は
第
三
者
を
利
用
し
て
次
の
各
号
の
一
に
で

も
該
当
す
る
行
為
を
行
わ
な
い
こ
と
を
確
約
す
る
。
 

一
 
暴
力
的
な
要
求
行
為
 

二
 
法
的
な
責
任
を
超
え
た
不
当
な
要
求
行
為
 

三
 
取
引
に
関
し
て
、
脅
迫
的
な
言
動
を
し
、
又
は
暴
力
を
用
い
る
行
為
 

四
 
風
説
を
流
布
し
、
偽
計
を
用
い
又
は
威
力
を
用
い
て
甲
の
信
用
を
棄
損

し
、
又
は
甲
の
業
務
を
妨
害
す
る
行
為
 

五
 
そ
の
他
前
各
号
に
準
ず
る
行
為
 

（
管
轄
裁
判
所
）
 

第
14

条
 
 こ

の
契
約
に
関
し
て
訴
訟
の
必
要
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
甲
の
主

た
る
事
務
所
を
管
轄
す
る
裁
判
所
を
管
轄
裁
判
所
と
す
る
。
 

以
上
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一
 
般
 

約
 

款
 

（
資
金
の
使
用
）
 

第
1
条
 
乙
は
、
誠
実
に
貸
付
対
象
事
業
を
実
施
し
、
こ
の
契
約
に
よ
る
借
入

金
を
貸
付
対
象
事
業
の
み
に
使
用
す
る
。
 

2 
 
乙
は
、
こ
の
契
約
に
よ
る
借
入
金
を
使
用
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
使
途

に
つ
い
て
経
理
上
明
ら
か
に
し
て
お
く
と
と
も
に
、
貸
付
対
象
事
業
の
進
捗

状
況
、
貸
付
対
象
事
業
費
の
支
払
状
況
等
に
つ
い
て
、
甲
の
指
示
に
従
い
、

甲
に
報
告
す
る
。

3 
 
乙
が
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
貸
付
対
象
事
業
計
画
を
変
更
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
事
前
に
甲
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
資
金
の
交
付
）
 

第
2
条
 
甲
は
、
こ
の
契
約
に
よ
る
金
員
の
交
付
を
甲
の
指
定
す
る
乙
の
金
融

機
関
の
口
座
に
振
込
む
方
法
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
 

（
債
務
の
弁
済
）
 

第
3
条
 
乙
は
、
こ
の
契
約
に
よ
る
債
務
の
弁
済
を
甲
の
指
定
す
る
金
融
機
関

に
払
い
込
む
方
法
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
 

（
償
還
期
日
が
休
日
等
に
当
た
る
場
合
の
特
例
）
 

第
4
条
 
こ
の
契
約
に
よ
る
償
還
期
日
が
休
日
又
は
銀
行
休
業
日
に
当
た
る

場
合
で
、
乙
が
そ
れ
ら
の
日
の
次
の
銀
行
営
業
日
に
入
金
し
た
と
き
は
、
こ

の
契
約
に
よ
る
償
還
期
日
に
入
金
し
た
も
の
と
み
な
す
。
 

（
保
証
人
の
提
供
）
 

第
5
条
 
乙
は
、
こ
の
契
約
に
よ
る
甲
の
債
権
を
保
全
す
る
た
め
、
こ
の
契
約

を
締
結
す
る
と
同
時
に
、
甲
の
承
認
す
る
連
帯
保
証
人
（
以
下
「
保
証
人
」

と
い
う
。）

を
立
て
る
。
 

2 
 
乙
は
、
甲
か
ら
保
証
人
の
追
加
又
は
交
替
の
指
示
を
受
け
た
と
き
は
、

遅
滞
な
く
必
要
な
手
続
き
を
と
る
。
 

（
繰
上
償
還
）
 

第
6
条
 
乙
は
、次

の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、期

限
の
利
益
を
失
い
、

要
項
記
載
の
償
還
期
日
に
か
か
わ
ら
ず
、
借
入
金
の
全
部
又
は
甲
の
指
示
す

る
金
額
を
直
ち
に
繰
上
償
還
す
る
。
 

一
 
乙
若
し
く
は
保
証
人
が
支
払
い
を
停
止
し
た
と
き
又
は
乙
若
し
く

は
保
証
人
に
関
し
て
破
産
手
続
開
始
、
民
事
再
生
手
続
開
始
、
会
社

更
生
手
続
開
始
若
し
く
は
特
別
清
算
開
始
の
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き
。
 

二
 
乙
若
し
く
は
保
証
人
が
手
形
交
換
所
又
は
電
子
記
録
債
権
法
（
平
成

19
年
法
律
第

10
2
号
）
第

2
条
第

2
項
に
規
定
す
る
電
子
債
権
記
録
機

関
の
取
引
停
止
処
分
を
受
け
た
と
き
。
 

2 
 乙

は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
で
、
甲
が
請
求
し
た
と
き
は
、

要
項
記
載
の
償
還
期
日
に
か
か
わ
ら
ず
、
借
入
金
の
全
部
又
は
甲
の
指
示
す

る
金
額
を
直
ち
に
繰
上
償
還
す
る
。
 

一
 
乙
が
甲
の
定
め
た
地
域
振
興
民
間
能
力
活
用
事
業
計
画
又
は
法
令
に

反
し
た
と
き
。
 

二
 
乙
が
借
入
金
を
貸
付
け
の
目
的
以
外
の
目
的
に
使
用
し
た
と
き
。
 

三
 
乙
が
貸
付
対
象
事
業
に
よ
り
取
得
し
た
物
件
を
他
に
譲
渡
等
を
行

う
こ
と
又
は
貸
付
対
象
事
業
に
係
る
営
業
の
休
止
、
廃
止
等
を
行
う
こ
と

に
よ
り
、
貸
付
け
の
目
的
が
達
成
さ
れ
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
た
と
き
。 

四
 
乙
が
貸
付
対
象
事
業
に
係
る
民
間
金
融
機
関
等
か
ら
の
借
入
金
の
全

部
又
は
一
部
を
繰
上
償
還
し
た
と
き
。
 

五
 
乙
が
借
入
金
の
償
還
を
怠
っ
た
と
き
。
 

六
 
乙
が
そ
の
他
正
当
な
事
由
な
し
に
資
金
の
貸
付
け
に
係
る
条
件
に
違

反
し
た
と
き
又
は
義
務
の
履
行
を
怠
っ
た
と
き
。
 

七
 
乙
に
関
し
て
他
の
債
務
の
た
め
仮
差
押
、
保
全
差
押
若
し
く
は
差
押
が

あ
っ
た
と
き
又
は
競
売
の
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き
。
 

八
 
乙
が
解
散
し
た
と
き
。
 

九
 
乙
が
暴
力
団
員
等
（
第

13
条
に
定
義
す
る
。）

若
し
く
は
第

13
条
第

１
項
各
号
の
一
に
該
当
し
、
若
し
く
は
同
条
第

2
項
各
号
の
一
に
該
当
す

る
行
為
を
し
、
又
は
同
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
表
明
・
確
約
に
関
し

て
虚
偽
の
申
告
を
し
た
こ
と
が
判
明
し
、
乙
と
の
取
引
を
継
続
す
る
こ
と

が
不
適
切
で
あ
る
と
甲
が
判
断
し
た
と
き
。
 

十
 
保
証
人
が
前

4
号
に
定
め
る
事
由
の
一
に
該
当
し
た
と
き
。
 

十
一
 
前
各
号
の
ほ
か
に
甲
に
お
い
て
債
権
保
全
を
必
要
と
す
る
相
当
の

事
由
が
生
じ
た
と
き
。
 

3 
 
前
項
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
事
由
が
生
じ
た
と
き
又
は
そ
の
お
そ

れ
が
あ
る
と
き
は
、
甲
の
請
求
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
乙
は
、
直
ち
に
甲

に
報
告
す
る
。
 

4 
 
乙
は
、
あ
ら
か
じ
め
甲
の
承
認
を
う
け
て
、
要
項
記
載
の
償
還
期
日
に

か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
契
約
に
よ
る
借
入
金
の
全
部
又
は
一
部
を
償
還
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
 

5 
 
第

2
項
第

9
号
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
、
乙
又
は
保
証
人
に
損
害
が
生
じ

た
場
合
に
も
、
甲
に
何
ら
の
請
求
を
し
な
い
。
ま
た
、
甲
に
損
害
が
生
じ
た

と
き
は
、
乙
又
は
保
証
人
が
そ
の
責
任
を
負
う
。
 

（
遅
延
利
息
）
 

第
7
条
 
乙
は
、
こ
の
契
約
に
よ
る
借
入
金
又
は
繰
上
償
還
金
の
償
還
を
遅
延

し
た
場
合
に
は
、
償
還
す
べ
き
金
額
に
対
し
そ
の
遅
延
日
数
に
応
じ
年

14
％
の
割
合
に
当
た
る
遅
延
利
息
を

1
年
を

36
5
日
と
す
る
日
割
計
算
に

よ
り
甲
に
支
払
う
。
 

（
弁
済
の
充
当
）
 

第
8
条
 
乙
が
こ
の
契
約
に
よ
る
債
務
の
弁
済
と
し
て
数
個
の
給
付
を
な
す

べ
き
場
合
又
は
乙
の
甲
か
ら
の
借
入
金
債
務
が
他
に
も
あ
る
場
合
に
お
い

て
、
債
務
の
全
部
を
消
滅
さ
せ
る
に
足
り
な
い
弁
済
が
な
さ
れ
た
と
き
は
、

甲
の
定
め
る
順
序
・
方
法
に
よ
っ
て
充
当
す
る
。

（
調
査
及
び
報
告
）
 

第
9
条
 
甲
は
、
必
要
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
い
つ
で
も
、
乙
の
書
類
、
帳

簿
、
財
産
及
び
事
業
の
状
態
に
つ
い
て
調
査
を
行
い
又
は
報
告
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
 

2 
乙
又
は
保
証
人
に
つ
き
、
住
所
、
商
号
若
し
く
は
名
称
、
代
表
者
、
届
出

印
鑑
そ
の
他
甲
に
届
け
出
た
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
乙
は
、
直
ち

に
書
面
に
よ
り
甲
に
届
け
出
る
。
 

3 
乙
が
前
項
の
届
出
を
怠
っ
た
た
め
、
乙
又
は
保
証
人
に
対
す
る
甲
か
ら
の

通
知
・
送
付
書
類
等
が
遅
着
し
た
場
合
又
は
到
達
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、

通
常
到
達
す
べ
き
時
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。
 

4 
乙
は
、
毎
決
算
期
ご
と
に
、
決
算
書
類
等
を
甲
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、

貸
付
対
象
事
業
に
係
る
民
間
金
融
機
関
等
か
ら
の
借
入
金
の
償
還
状
況
に
つ

い
て
、
甲
に
報
告
す
る
。
 

5 
乙
又
は
保
証
人
の
資
産
若
し
く
は
事
業
の
状
況
に
重
大
な
変
化
が
生
じ

た
と
き
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
甲
の
請
求
の
有
無
に
か
か
わ
ら

ず
、
乙
は
、
直
ち
に
甲
に
報
告
す
る
。
 

（
公
正
証
書
の
作
成
）
 

第
10

条
 
 乙

及
び
保
証
人
は
、
甲
が
請
求
し
た
と
き
は
、
い
つ
で
も
公
証
人

に
委
嘱
し
て
、
こ
の
契
約
に
よ
る
債
務
の
承
認
及
び
強
制
執
行
の
承
諾
あ
る

公
正
証
書
の
作
成
に
必
要
な
手
続
き
を
と
る
。
 

（
費
用
の
負
担
）
 

第
11

条
 
乙
は
、
こ
の
証
書
の
作
成
、
前
条
に
よ
る
公
正
証
書
の
作
成
そ
の
他

こ
の
契
約
に
関
す
る
一
切
の
費
用
を
負
担
す
る
。
 

2 
 
甲
が
権
利
保
全
の
た
め
乙
に
代
わ
っ
て
前
項
の
費
用
を
支
払
っ
た
場
合

は
、
そ
の
費
用
に
対
し
、
乙
は
、
甲
の
支
払
っ
た
日
か
ら
年

14
％
の
割
合

に
当
た
る
損
害
金
を

1
年
を

36
5
日
と
す
る
日
割
計
算
に
よ
り
甲
に
支
払

う
。
 

（
貸
付
け
に
係
る
事
務
の
委
託
）
 

第
12

条
 
 甲

は
、
こ
の
契
約
に
よ
る
貸
付
け
に
係
る
支
出
事
務
、
徴
収
事
務

等
を
一
般
財
団
法
人
地
域
総
合
整
備
財
団
に
委
託
す
る
。
 

（
反
社
会
勢
力
の
排
除
）
 

第
13

条
 
乙
又
は
保
証
人
は
、
現
在
、
暴
力
団
、
暴
力
団
員
、
暴
力
団
員
で
な

く
な
っ
た
時
か
ら

5
年
を
経
過
し
な
い
者
、
暴
力
団
準
構
成
員
、
暴
力
団
関

係
企
業
、
総
会
屋
等
、
社
会
運
動
等
標
ぼ
う
ゴ
ロ
又
は
特
殊
知
能
暴
力
集
団

等
、
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
暴
力
団
員
等
」
と
い

う
。）

に
該
当
し
な
い
こ
と
､及

び
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ

と
を
表
明
し
、
か
つ
将
来
に
わ
た
っ
て
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
確
約
す
る
。
 

一
 
暴
力
団
員
等
が
経
営
を
支
配
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
関
係
を
有
す

る
こ
と
。
 

二
 
暴
力
団
員
等
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
関

係
を
有
す
る
こ
と
。
 

三
 
自
己
、
自
社
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
又
は
第
三

者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
す
る
な
ど
、
不
当
に
暴
力
団
員
等
を

利
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
関
係
を
有
す
る
こ
と
。
 

四
 
暴
力
団
員
等
に
対
し
て
資
金
等
を
提
供
し
、
又
は
便
宜
を
供
与
す
る
な

ど
の
関
与
を
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
関
係
を
有
す
る
こ
と
。
 

五
 
役
員
又
は
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者
が
暴
力
団
員
等
と
社

会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
す
る
こ
と
。
 

2 
 乙

又
は
保
証
人
は
、
自
ら
又
は
第
三
者
を
利
用
し
て
次
の
各
号
の
一
に
で

も
該
当
す
る
行
為
を
行
わ
な
い
こ
と
を
確
約
す
る
。
 

一
 
暴
力
的
な
要
求
行
為
 

二
 
法
的
な
責
任
を
超
え
た
不
当
な
要
求
行
為
 

三
 
取
引
に
関
し
て
、
脅
迫
的
な
言
動
を
し
、
又
は
暴
力
を
用
い
る
行
為
 

四
 
風
説
を
流
布
し
、
偽
計
を
用
い
又
は
威
力
を
用
い
て
甲
の
信
用
を
棄
損

し
、
又
は
甲
の
業
務
を
妨
害
す
る
行
為
 

五
 
そ
の
他
前
各
号
に
準
ず
る
行
為
 

（
管
轄
裁
判
所
）
 

第
14

条
 
 こ

の
契
約
に
関
し
て
訴
訟
の
必
要
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
甲
の
主

た
る
事
務
所
を
管
轄
す
る
裁
判
所
を
管
轄
裁
判
所
と
す
る
。
 

以
上
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